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みなさんのご意見・ご要望をお寄せ下さい。フェイスブックやっています。
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5月10日臨時議会 補正予算で
立科町としても80万円、義援金として送ることに。

5月10日（火）この度の熊本県を中心
とする地震災害に対し、長野県の町
村会全体で3,000万円送ることが決ま
り、人口規模で割り振ると、立科町
は80万円を予定。ちなみに東日本大
震災の時は100万円を送ったそうです。

私たちも義援金や救援物資の募集
をしています。
ご連絡いただければ取りに伺います。

ご協力よろしくお願いします

1、国民健康保険税の
最高税額が 54万円に／年額

・最高税額に該当する人は 1人

54万円に（52万円から）

・後期高齢者医療保険の支援金の
最高税額が 19万円（17万円から）6人

国保会計への影響は 14万円です。
現在国保会計の基金は 4,720万円

（H28年度当初）

これと同時に軽減対象も増えますが、
本会議場では数字は示されませんでした。

私は町民の所得が落ち込んでいるとき
に、国保税の値上げは許されないと考え
反対しました。
この臨時議会では、3月議会以降、議

会が開かれなかった間、町長が先に決め
た（専決処分）事案に対し、議会の承認
を求める議案が9件ありました。多くは
国の法令の変更に伴うものですが、国民
健康保険の最高税額を定める事案まで専
決されるのには、驚きました。
町民への課税については、議会で当然

議論されるべきものではないでしょうか。

トピックス１トピックス２ 専決処分の承認

２、軽自動車税、13年以上経過
している車の税金を値上げ

―町税条例の一部改正―

町では13年以上経過した軽車両は
なんと1,098台、住民の足となってい
ます。
＊H27以降の購入車に適用
山林用 4,600円（3,900円）
乗用営業車 8,200円（6,900円）
自家用 12,900円（10,800円）
貨物営業 4,500円（3,800円）
貨物自家用 6,000円（5,000円）

トピックス２

丸ごと体験・送迎、周遊バス 購入

29人乗りのマイクロバスで、立科町を体験・
移住希望の方を送迎したり、町中をご案内する
バスの購入が決まりました。
多くの方が立科町を訪れ、この町のすばらし

さに触れてほしいものです。

加速化交付金で 約730万円
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田んぼに耕耘機のエンジン音が響き、早朝か
ら野良に出る人の姿が。
カエルの鳴き声、巣作りに飛び回る燕、一

年で最も忙しく活気に満ちたこの時節。
今年もまた豊作であることを祈らずにはいら
れません。農は国の大本。この美しい光景が
いつまでも続くことを。

【西塩沢機械利用組合の総会参加】

私の住んでいる西塩沢地域には機械利用組合が
あります。組合を作って機械の購入や保全などを
行い、耕起から刈り取りまでの農作業をオペレー
ターに依頼してやってもらう、作業員には作業料
を支払い、事業利益は、機械の更新のために積み
立てておく、大変合理的なシステムです。
しかし高齢化や担い手不足からその受注量が

年々減っているそうです。先進的な取り組みです。
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＊土曜日11:30-12:00

スタンディング
主催/戦争法に反対す
るたてしな連絡会

戦争法（新安保法）廃止の運動をご一緒に！！
比例は日本共産党、
選挙区は野党共同の

杉尾ひでやさんに ご支援をお願いします。

戦争法廃止❕戦争する国許さない 立科軽トラパレード ５
／３
憲法記念日の3日、9条を守るたてしなの会主催で行われた軽トラパレー
ドに私も参加しました。
『ワクワク選挙、ワクワク投票！』「みんなで決めよう、みんなの未

来❕」など楽しいコールを響かせながら町中を練り歩きました。
田畑で働く人たちから手ふりなど激励が相次ぎました。
今度は「6月11日（土）に予定している」とのことです。

*戦争法廃止を求める2000万人署名運動

20%を超えました。(５/３)
引き続き取り組みます。ご協力

をお願いします。

《イベント情報》

主催/花咲く9条の会・臼田9条の会・
佐久地域9条連絡会

第二回 憲法講座 佐久平交流センター

５/２６（木）午後６：００開場
「憲法と2015安保法制」

―「アベ政治」を終わらせるために
知っておきたいこと―

講師 木村 草太 さん
（首都大学東京大学院法学系教授・憲法学）

憲法学の立場から、安保法制の違憲
性に鋭く迫ります。
前売り1,000円／当日券 1,500円

「なぜ、今、憲法改正なのか
自民党憲法草案の問題点」

と題して、信州大学の憲法学の教授、
成澤孝人さんにご講演いただきました。
主催は望月と立科の9条の会です。
「一言でいうと、個人のために国があ
るのではなく、国家のために個人があ
る国へとアベコベ社会にするもの」
「緊急事態条項」は首相にすべての

権限を集中させ、国会も通さず、国民
を管理下に置くもの。実に危険な内容
でした。
憲法を変えさせてなるものですか！

5／1 2016メーデー
駒場公園で行われた佐久地区メーデーに参加。初夏を思わせる暑い日でしたが、佐久地域から1,000

人を超える労働者が参加。私も手作りのプラカードをもって参加しました。

感動したのは最後の「メーデー宣言」。宣言文を読み上げる前に「団結とはここに来られ
なかった多くの労働者も含んだものでなければならない」と語った。

【2016 メーデー宣言】より
自分の体と、生活の時間を切りつめて手にした金で、今
日も私はなるべく安い品物を買う。
この品物の向こうには、安く買いたたかれた、もう一人
の私がいるはずなのに。（中略）
それでも思い出さなくてはいけない。安さの裏には、

企業によって低賃金に抑えられている労働者がいること
を。
不便のない平和な暮らしの裏には、オキナワとフクシ

マの問題があることを。「我が国の利益のために」とい
う言葉が、私たちと、私たちの仲間に犠牲を強いている
ことを。（略）
私たちは連帯する。／それが、直ちに世界を変えるも

のでなかったとしても。
私たちは、声を挙げ続ける。／それが、どこか別の場

所にいる私たちの仲間に届くように。
私たちは行動する。／それぞれの場所で、それぞれのや
り方で。（中略）
労働者の団結と、地域と地域を超えた仲間の連帯で、

平和で民主的な暮らしを守り抜こう！メーデー万歳！

チケットあります。
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町道を行く軽トラパレード

医療・保育・介護の現場労働者も大勢参加しており、みんなの労働条件をよくすることが福
祉の充実へつながることを実感。TPP・産廃問題.ブラック企業、ブラックバイトの改善、戦
争法、いじめ問題など、あらゆる分野で矛盾が噴出していることを改めて感じました。
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